
令和４年１月以降の任意の１か月分の収入を１２倍した金額で判定（１年分として換算）

＝

３人 ２５５．７万円 １７１．０万円
４人 ３０５．７万円 ２０６．０万円

１人 １５６．０万円 １０１．０万円
２人 ２０５．７万円 １３６．０万円

扶養親族等の数 収入額 所得額

下記の表の収入額に当てはめて確認

0人 １００．０万円 ４５．０万円

住⺠税非課税世帯等に対する臨時特別給付⾦（家計急変分）
非課税相当限度額表

※収入とは…事業者の場合「売上金額」の全て、会社勤めの場合「源泉徴収額や社会保険料が天引きされる前の額」であり、手取り
の金額ではありません。

１か月分の収入 円 ×１２ 円


